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議題１　令和２年度の活動報告について
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議案（１） 令和２年度の活動報告について 

 

 四国地区所有者不明土地連携協議会の令和２年度の活動を、以下のとおり

行った。 
 なお、令和２年度第１回幹事会において活動計画について承認を得ていた

が、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な計画変更を余儀なくされ

た。 

 

１．協議会に関する説明について 

徳島県の用地対策連絡（協議）会総会に合わせて、法務局施策の情報

提供及び四国地区所有者不明土地連携協議会の概要について、市町村の

担当者に説明を行った。 
徳島県以外の３県については用対連総会をメール会議にて実施した

ため、本内容については資料送付により説明を行った。 

 

○開催概要 

＜徳島県＞ 

 日  時  令和２年７月２９日（水） 

 場  所  ホテル千秋閣（徳島市） 

 出 席 者  １８市町村、２１名 

 説 明 者  事務局２名、徳島地方法務局２名 
 
 
 

 

２．よろず相談会について 

市町村の所有者不明土地法担当者及び用地事務担当者を対象として、

用地業務に関する相談を受け付ける相談会を開催した。 
また相談会に併せて、平成３０年６月に四国の全市町村に対して行っ

た用地取得事務の実態等に関するアンケート調査の再確認を行い、支援

ニーズの把握を行った。 

 

○開催概要 

日  程  令和２年９月１７日（木）から令和３年２月３日（水）

のうち ７日間 

 場  所  四国地方整備局出先事務所又は各県庁若しくは各県の

出先事務所 

 相 談 員  四国地方整備局出先事務所及び四国各県の用地担当者 
        

 相 談 者  四国管内の市町村の所有者不明土地担当者、用地事務担

当者等 

       １５市町村、２６名 
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相談概要  「土地価格の算定に関すること」、「登記処理に関する

こと」、「財産管理人や多数相続などの契約相手方に関

すること」等の相談があり、相談員のこれまでの経験や

知識に基づいて、問題の解決に向けた助言を行った。 
※相談の詳細は、別紙１「よろず相談会での相談事例」

を参照。 
 

香川河川国道事務所におけるよろず相談会の様子  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

安芸土木事務所におけるよろず相談会の様子 
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３．講演会について 

  以下のとおり、所有者不明土地問題に関する講演会を開催した。 

 

 ＜第１回＞ 

 日  時  令和２年１１月２５日（水）１３：３０～１７：００ 
 方  法  Skype による Web 配信 

 ＜第２回＞ 

 日  時  令和２年１２月１１日（金）１３：３０～１７：００ 
 方  法  四国地方整備局のテレビ会議システムによる配信 

 
        

 講演概要  第１部 ①改正土地基本法と今後の土地政策について 
           ②新たな国土１０箇年計画について 

第２部 ③所有者不明土地関連法規の改正ポイントと今後 
    の展望 

 出 席 者  ６０名（ 
 
うち、１１市町村、２０名） 

 

 

４．講習会について 

  以下のとおり、所有者不明土地問題等に関する講習会を開催した。 
 

＜徳島県＞ 

 日  時  令和２年１１月１０日（火） 

 場  所  徳島県職員会館（徳島市） 

 講義概要  権利者探索の手引きについて 
 講  師  元廣 武志 司法書士（徳島県司法書士会） 
 出 席 者  ３６名（うち、１０市町村、１７名） 
 
＜香川県＞ 

 日  時  令和２年１１月１３日（金） 

 場  所  香川県社会福祉総合センター（高松市） 

 講義概要  権利者探索の手引きについて 
 講  師  西尾 和之 司法書士（香川県司法書士会） 
 出 席 者  ４３名（うち、７市町、１２名） 

 

＜愛媛県＞ 

 日  時  令和２年１２月２３日（水） 

  場  所  にぎたつ会館（松山市）   

 講義概要  権利者探索の手引きについて 
 講  師  末光 祐一 司法書士（愛媛県司法書士会） 
 出 席 者  ４０名（うち、９市町、２２名） 
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＜高知県＞ 

 日  時  令和２年１１月２０日（金） 

 場  所  高知県人権啓発センター（高知市） 

 講義概要  権利者探索の手引きについて 
 講  師  大石 嵩之 司法書士（高知県司法書士会） 
 出 席 者  ９８名（うち、１１市町村、２８名） 
 

西尾司法書士による講習の様子            講習会受講者の様子（香川県） 

 

 

 

 

 

５．市町村のニーズ把握等に関するアンケート調査 

 市町村の用地事務に関するニーズの把握を目的として、各市町村へア

ンケート調査を実施した。 

 

 対 象 者  四国管内市町村の所有者不明土地法担当者等 

 ※実施結果については今後の協議会活動計画の策定に活用すること

としている。 
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※各種会議の開催結果

【第３回総会】

  日 付    令和３年２月５日（金） 

方 法 電子メールによる審議 

議  事    (1)令和２年度の活動報告について

(2)令和３年度の活動方針（案）について

(3)その他

参 加 者 会長代行、会員、協力会員 

  【幹事会】 

 ＜第 1 回＞ 

 日  付  令和２年４月２８日（火） 

方 法 電子メールによる会議  

議  事    (1)令和２年度の協議会活動計画について

(4)その他

参 加 者 座長、会員、事務局 

＜第 2 回＞ 

 日  付  令和３年１月２５日（月） 

方 法 電子メールによる会議  

議  事    (1)第３回総会における議案について

(2)その他

参 加 者 座長、会員、事務局 
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、
そ

の
ス

キ
ー

ム
が

あ
れ

ば
提

供
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

一
か

ら
勉

強
す

れ
ば

い
い

の
だ

が
、

時
間

的
な

ロ
ス

が
大

き
い

。

事
業

用
地

に
限

定
し

た
財

産
管

理
人

の
選

任
に

つ
い

て
は

、
現

在
進

行
形

で
全

国
用

対
連

か
ら

も
要

望
さ

れ
て

お
り

、
法

制
審

議
会

で
も

審
議

さ
れ

て
い

る
内

容
で

あ
る

こ
と

を
情

報
提

供
し

た
。

→
現

時
点

に
お

い
て

、
相

続
人

不
存

在
の

事
例

が
あ

る
訳

で
は

な
い

の
で

、
今

後
の

国
（

法
務

省
）

の
動

向
等

を
注

視
し

て
い

き
た

い
。

終
的

に
完

全
所

有
権

を
得

る
必

要
が

あ
り

、
相

続
が

ま
と

ま
っ

て
必

要
書

類
を

得
ら

れ
た

段
階

で
契

約
を

行
う

べ
き

と
説

明
。

→
そ

の
後

、
ま

だ
相

続
人

数
名

か
ら

遺
産

分
割

協
議

書
を

も
ら

え
て

い
な

い
た

め
契

約
に

至
っ

て
い

な
い

が
、

交
渉

は
継

続
中

。

相
続

人
が

外
国

に
い

る
（

所
在

不
明

等
）

場
合

の
諸

手
続

に
つ

い
て

。

用
地

ジ
ャ

ー
ナ

ル
等

の
事

例
資

料
を

提
供

し
、

併
せ

て
法

務
局

等
へ

の
相

談
に

つ
い

て
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

っ
た

。

→
そ

の
後

、
ジ

ャ
ー

ナ
ル

事
例

を
参

考
に

、
弁

護
士

や
法

務
局

と
協

議
を

行
い

、
手

続
き

を
進

め
て

い
る

状
況

。

法
定

相
続

持
分

で
契

約
す

る
こ

と
も

あ
り

、
こ

の
場

合
は

遺
産

分
割

協
議

証
明

書
は

要
ら

な
い

。
ま

た
、

民
法

９
０

３
条

の
特

別
受

益
証

明
が

い
た

だ
け

る
な

ら
、

そ
の

者
を

相
続

人
か

ら
除

外
す

る
こ

と
も

で
き

る
こ

と
を

説
明

。

→
検

討
の

結
果

、
現

在
の

案
件

は
遺

産
分

割
協

議
で

対
応

す
る

こ
と

と
し

た
。

相
続

が
発

生
し

て
い

る
土

地
に

つ
い

て
、

町
は

遺
産

分
割

協
議

に
て

代
表

者
に

ま
と

め
る

方
法

を
と

っ
て

い
る

が
、

他
の

方
法

を
教

え
て

ほ
し

い
。
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相
談

概
要

対
応

概
要

相
談

概
要

対
応

概
要

県
の

「
用

地
取

得
フ

ロ
ー

」
や

実
務

六
法

に
載

っ
て

い
る

「
標

準
手

続
フ

ロ
ー

」
に

沿
っ

て
説

明
。

四
国

地
整

用
地

部
Ｈ

Ｐ
の

用
地

取
得

の
概

要
を

紹
介

。

→
今

後
、

上
記

を
参

考
に

作
業

を
進

め
る

予
定

。

○
そ

の
他

表
題

部
の

み
の

登
記

案
件

に
つ

い
て

の
所

有
者

の
所

在
把

握
方

法
に

つ
い

て
。

所
有

者
の

所
在

の
把

握
が

難
し

い
土

地
に

関
す

る
探

索
・

利
活

用
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

本
省

Ｈ
Ｐ

）
を

紹
介

。

→
そ

の
後

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

沿
っ

て
調

査
（

聞
き

取
り

等
）

を
進

め
て

い
る

。

補
助

事
業

に
お

い
て

学
校

施
設

が
支

障
と

な
っ

た
場

合
の

契
約

当
事

者
（

市
が

当
該

市
と

契
約

す
る

こ
と

）
に

つ
い

て
。

道
路

管
理

者
た

る
市

長
と

教
育

施
設

管
理

者
た

る
市

長
で

利
益

相
反

し
な

い
契

約
な

の
で

有
効

と
思

わ
れ

る
が

、
念

の
た

め
補

助
金

担
当

課
に

契
約

書
案

を
も

っ
て

協
議

を
行

う
べ

き
と

回
答

。

→
そ

の
後

、
補

助
金

事
務

担
当

で
あ

る
県

の
道

路
課

に
了

承
を

得
て

契
約

を
行

う
こ

と
が

で
き

た
。

高
齢

者
と

の
補

償
協

議
に

お
い

て
は

、
状

況
に

応
じ

本
人

だ
け

で
は

な
く

、
家

族
等

に
同

席
し

て
も

ら
う

こ
と

が
必

要
と

説
明

。
三

者
契

約
の

進
め

方
を

説
明

の
上

、
代

替
地

提
供

者
の

特
例

と
し

て
1

,5
0

0
万

円
控

除
が

あ
る

が
、

起
業

地
代

金
が

上
限

と
い

う
こ

と
に

留
意

す
る

旨
助

言
。

→
そ

の
後

、
該

当
地

権
者

と
は

交
渉

で
き

て
い

な
い

が
、

相
談

時
の

ア
ド

バ
イ

ス
を

踏
ま

え
て

、
交

渉
す

る
予

定
。

用
地

測
量

、
物

件
調

査
は

ど
の

段
階

か
ら

発
注

す
る

の
か

、
併

せ
て

、
用

地
の

全
体

的
な

流
れ

を
教

え
て

ほ
し

い
。

○
地

権
者

と
の

契
約

に
関

す
る

こ
と

（
契

約
書

類
の

書
式

、
抵

当
権

の
抹

消
な

ど
）

残
件

に
は

高
齢

者
が

い
た

り
、

代
替

地
の

三
者

契
約

を
希

望
す

る
者

が
い

た
り

し
て

お
り

、
ど

の
よ

う
に

進
め

た
ら

よ
い

か
。
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相
談

概
要

対
応

概
要

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.m
lit
.g
o
.jp
/
to
ti
ke
n
sa
n
gy
o
/
to
ti
ke
n
sa
n
gy
o
_t
k2
_0
0
0
0
9
9
.h
tm

l

　
　

ま
た

、
四

国
地

方
整

備
局

用
地

部
に

お
い

て
も

、
協

議
会

活
動

に
関

す
る

資
料

を
随

時
掲

載
し

て
い

ま
す

。

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.s
kr
.m
lit
.g
o
.jp
/
yo
u
ti
/
fu
m
e
it
o
c
h
i/
in
de
x.
h
tm

l

空
き

家
の

取
り

壊
し

を
納

税
管

理
人

や
相

続
人

に
促

そ
う

と
し

て
お

り
、

手
紙

や
電

話
で

連
絡

を
し

て
い

る
が

応
答

が
な

い
。

何
か

連
絡

を
取

る
方

法
は

な
い

も
の

か
。

普
通

郵
便

で
手

紙
を

送
付

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

り
、

相
手

方
に

重
要

性
を

示
す

た
め

に
書

留
郵

便
で

送
る

こ
と

を
助

言
。

ま
た

、
直

接
訪

問
す

る
の

も
一

つ
の

方
法

で
あ

る
と

助
言

。

→
そ

の
後

、
助

言
ど

お
り

簡
易

書
留

で
郵

送
し

、
相

手
方

と
連

絡
を

と
る

こ
と

が
で

き
た

。
空

き
家

の
除

却
は

補
助

金
が

あ
っ

て
も

負
担

が
大

き
い

の
で

、
家

族
と

相
談

す
る

と
の

こ
と

。

　
　

国
土

交
通

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
所

有
者

不
明

土
地

問
題

に
関

す
る

近
の

取
組

に
つ

い
て

）
に

は
、

所
有

者
不

明
土

地
法

や
各

種
通

知
文

書
等

が
掲

載
さ

れ
て

　
い

ま
す

の
で

、
業

務
の

参
考

に
ご

活
用

く
だ

さ
い

。

　
お

役
立

ち
情

報
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議題２　令和３年度の活動方針（案）について
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議案（２） 令和３年度の活動方針（案）について 

 四国地区所有者不明土地連携協議会の令和３年度の活動方針（案）につい

ては、以下のとおりである。 

１．協議会活動に関する説明について 

各県の用地対策連絡（協議）会総会後に、法務局施策の情報提供及び

四国地区所有者不明土地連携協議会の活動概要（総会の結果報告等や当

年度の活動計画）について、市町村の担当者に説明を行う。 

日程については、令和３年４月～５月頃を予定とし、各県の用地対策

連絡（協議）会と調整を行う。 

２．「よろず相談会」について 

市町村の用地実務担当者向けに、用地業務に関する相談を受け付ける

相談会を開催する。また、用地取得事務の実態等に関する聞き取りを行

い、引続きニーズの把握に努める。 

日程については、令和３年７月～９月頃を予定とし、詳細は各県と調

整し決定する。 

３．講演会について 

所有者不明土地問題等に関する講演会を開催する。 

日程及び内容については、今年度の講習会及び講演会で実施したアン

ケート結果（別紙２）、各方面の要望及び今後予定されている施策の検

討状況等を踏まえて決定する。

学識経験者又は実務経験者による講演を予定している。なお、協力会

員の有する専門的知識についての講義が必要となった場合については、

協力会員へ講師派遣等の協力をお願いする。 

４．講習会について 

所有者不明土地問題や用地取得に関する講習会を開催する。 

日程については、令和３年６月～１１月を予定とし、場所については、

各県の用地対策連絡（協議）会が主催する研修会の場を活用することと

する。

内容については、前述のアンケート結果及び各方面の要望を踏まえて

決定する。なお、協力会員の有する専門的知識についての講義が必要と

なった場合については、協力会員へ講師派遣等の協力をお願いする。 

５．相談体制の充実 

事務局及び整備局出先事務所における所有者不明土地問題などに関

する相談対応並びに各県用地対策連絡（協議）会の相談体制により、継

続的な市町村支援を行う。 
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※各種会議の開催予定

   【第４回総会】 

  日 付    令和４年２月 

場   所    高松サンポート合同庁舎 会議室 

議  事    (1)令和３年度の活動報告について

(2)令和４年度の活動方針（案）について

(3)その他

  【幹事会】 

 ＜第 1 回＞ 

 日  付  令和３年４月 

場  所  高松サンポート合同庁舎 会議室 

議  事    (1)令和３年度の活動計画について

(2)その他

＜第 2 回＞ 

 日  付  令和４年１月 

場  所  高松サンポート合同庁舎 会議室 

議  事    (1)第４回総会における議案について

(2)その他

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の状況等により活動計画ならびに各種

会議の開催予定については変更となることがあります。
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令和２年度講演会・講習会におけるアンケート結果

１．所有者不明⼟地連携協議会における講演会で聞いてみたいと思うテーマ

２．所有者不明⼟地連携協議会における講習会で受講したい講義内容

最近の⼟地政策の動き
6%

不動産登記に関する
取り組み

31%

税制特例
20%

所有者不明⼟地対応
の先進事例

26%

空地等の活⽤事例
6%

所有者不明⼟地と関
係⼠業団体の役割

11%

⼟地所有者等の探索
⽅法
24%

事業認定、⼟地収⽤事務
6%

⽤地業務の委託⽅
法、内容

7%

⼟地の評価額、使⽤
料の算定⽅法

7%

不動産登記関連
15%

物件の補償額の算定⽅法
7%

地域福利増進事業
7%

所有者不明⼟地問題
に関する国の取組

2%

⻑期相続登記等未了
⼟地の解消⽅法

18%

相続登記促進のため
の諸制度

7%

別紙２

回答者数：184⼈

回答者数：184⼈

15



議題３　情報提供等

①法務局の所有者不明土地問題への取組について

高松法務局民事行政部
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17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31
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議題３　情報提供等

②一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国支部の
活動報告について

（一社）日本補償コンサルタント協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　四国支部
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令和 3年 2月 5日 

四国地区所有者不明土地連携協議会活動報告 

一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国支部長の二川でございます。 

協議会の皆様方におかれましては日頃より当協会に対し多大なご指導ご鞭撻を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

所有者不明土地対策及び地方公共団体への支援に係る当協会の取組みについて、報告さ

せていただきます。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、当四国支部主催の研修や行政庁との意

見交換会など多くの企画が実施に至らず、中止を余儀なくされました。 

このような状況の中でも、毎年恒例ではありますが、今年度も各県部会が中心となって、

殆どすべての国、県の出先機関、全市町村へ、協会から起業者への要望と併せて協会のパン

フレットなどをお示しし、補償コンサルタントが御協力できることについて、積極的かつ具

体的にアピールさせていただいたところです。 

その成果については不明ですが、一部の起業者から個別事案に関する相談なども散見さ

れるようになりました。 

また、本協議会の御指摘のとおり、地方公共団体はいずれも用地職員の減少により用地取

得体制が予想以上に深刻な状況にあるとの声も多く聞かれるようになりました。 

一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国支部は、今後とも本協議会の一員として

私ども補償コンサルタントができる御協力を実施してまいる所存です。 

一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国支部 

支部長 二川 益行 
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議題３　情報提供等

日本司法書士会連合会四国ブロック会

③構成員からの情報提供等について
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 令和３年１月２５日 

 

                  日本司法書士会連合会四国ブロック会   

                  理事 西尾和之 

 

活 動 内 容 報 告 
（四国地区所有者不明土地連携協議会第３回総会資料） 

 

令和２年において、関連する事業として以下の活動をおこないました。 

 

１ 法務局の行う長期相続登記未了土地解消作業の相続人調査業務 

  平成３０年からはじまった標記事業において、各（地方）法務局から相 

 続人調査業務（戸籍等相続関係書類の取得、調査並びに相続関係図の作成） 

 を受託し、処理を行った。（四国四県共通） 

 

２ 「相続登記相談センター」の設置 

  各司法書士会に、相続登記相談に専門で対応する窓口「相続登記相談セ 

 ンター」を設置した。（四国四県共通） 
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議題３　情報提供等

四国不動産鑑定士協会連合会

④構成員からの情報提供等について
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活動内容等のご報告

四国不動産鑑定⼠協会連合会 副会⻑ ⻑尾直樹

○所有者不明⼟地の利活⽤のための地域福利増進事業に係る鑑定評価等に関する実務指針
の周知をしました。

○業界⼀体としてスキルアップのための研修を計画中です（ウェビナー⽅式なども併せて
検討中）。
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